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第３章

内戦終結後の労働市場と労使関係

太 田 仁 志

はじめに

約２６年にもわたるシンハラ人とタミル人との内戦が２００９年５月に終結し，

スリランカは今日，経済成長を加速させつつある。南アジア諸国のなかで

は経済・社会指標が良好で，かつ人的資本の水準も相対的に高いスリラン

カの潜在性は，誰もが認めるところである。本章では，中進国経済の仲間

入りを果たそうとしているスリランカの内戦終結後の労働市場と労使関係

に焦点を当て，その特性を明らかにする。

周知のように，２０１５年１月に実施された大統領選挙の結果を受け，政権

与党が交代した。本章でみる労使関係の制度では政府・国家の役割も重要

である。労働運動への弾圧が行われるなど，マヒンダ・ラージャパクサ前

大統領政権は独裁・権威主義的であったというのが多くの労働組合関係者

の意見である。新政権がどのような取り組みをするかは今後を待たなけれ

ばならないが，データの制約はあるものの，政権交代が実現した今だから

こそその総括として，内戦終結後の労働市場および労使関係の動態を整理

する意義は大きい。

本章の構成は次のとおりである。第１節ではおもにセンサス統計局によ

る労働力調査を用い，労働参加率や失業率等の雇用状況，産業・業種別就

業構造，また賃金動向をみることで，内戦終結後の労働市場の基本特性を
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確認する。第２節では労使関係の諸相として，賃金の決まり方（団体交渉・

労働協約など），労使アクターとその関係，そして社会的対話の機構として

の全国労働審議会（NLAC）をとりあげる。

第１節 内戦終結後の労働市場

本節では公刊統計資料を用いて，内戦終結後の労働市場の動態を明らか

にする。内戦終結からまだ日が浅いため，いくぶんスナップ・ショット的

な描写にならざるを得ず，またデータ上の制約もある（１）。それでも今日のス

リランカ労働市場の特性，少なくともその輪郭を把握することは可能であ

る。以下では，労働参加率，雇用ステイタス，失業率をはじめとする労働

市場の基本指標をみる。

１．労働力人口，労働参加率，失業率

『スリランカ労働力調査年次報告書２０１３年』（Department of Census and

Statistics２０１４）によると，２０１３年の１５歳以上人口は男性が７５７万７３４４人，女

性が８７８万２４１７人の計１６３５万９７６１人であった。労働力人口は男性５６７万７８１５人，

女性３１２万４２９８人の計８８０万２１１３人である。労働力人口の男女別構成比はほぼ

２：１であるが，都市部の男女比は７：３である（表３―１）。男性に比較して

女性の都市部での就労機会が限定的であることを示唆している。都市部・

郡部（農村部）別にみる労働力構成比からも同様の点が確認できる。表３―１

からは労働力の８割以上が郡部に居住していることがわかるが，とくにコ

ロンボ周辺などでは郡部居住者が都市部に通勤することは必ずしも難しく

ないことに注意したい。

また，２０１３年の労働参加率は，男性が７４．９％，女性が３５．６％である

（Department of Census and Statistics２０１４）。都市部では男性の労働参加率は

７０．３％，また女性は２７．７％であるのに対し，郡部では男性が７５．９％，女性が

３７．２％であった。男性以上に女性の労働参加率に，都市部・郡部間に格差
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全体 男性 女性

1993　1994　1995　1996　1997　1998　1999　2000　2001　2002　2003　2004　2005　2006　2007　2008　2009　2010　2011　2012

全 体 都市部 郡 部 全 体 都市部 郡 部

全 体 １００．０ １００．０ １００．０ 全 体 １００．０ １５．３ ８４．７

男 性 ６４．５ ６９．５ ６３．６ 男 性 １００．０ １６．５ ８３．５

女 性 ３５．５ ３０．５ ３６．４ 女 性 １００．０ １３．１ ８６．９

都市部 郡 部

年齢層 男 性 女 性 年齢層 男 性 女 性

１５～１９歳 １８．６ ７．０ １５～１９歳 ２２．９ １１．１

２０～２４歳 ６２．２ ３８．３ ２０～２４歳 ７５．７ ３９．６

２５～２９歳 ９１．０ ４１．９ ２５～２９歳 ９３．３ ４２．６

３０～３９歳 ９５．９ ３６．５ ３０～３９歳 ９６．４ ４５．４

４０歳以上 ７０．０ ２４．５ ４０歳以上 ７７．１ ３７．８

表３―１ 労働力人口構成比 （男女別，都市部郡部別，２０１３年）
（単位：％）

（出所） Department of Census and Statistics（２０１４，８ 表３．２）を基に筆者算出。

表３―２ 労働参加率（男女別，都市部郡部別，２０１３年）
（単位：％）

（出所） Department of Census and Statistics（２０１４，９表３．４）より筆者作成。

図３―１ 失業率（１９９３～２０１２年）

（出所） Department of Census and Statistics（２０１３b，２０表５．２）より筆者作成。
（注） 北部州および東部州を除く。
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がある。表３―２より年齢層別にみると，この都市部と郡部の女性労働参加率

のちがいは，３０歳代以上の年齢層に顕著であることがわかる。そもそもの

就労意欲が低かったり就労機会が希少であったりすることを理由に，都市

部では３０歳代に入ると女性労働者は相対的に就労を選好しなくなる。
すうせい

つぎに失業率について，まずその趨勢を図３―１よりみる。同図は１９９３～２０１２

年の北部州および東部州を除く地域の失業率の推移をまとめたものである。

この２０年間で失業率は大幅に改善していることがわかる。２００９年の内戦終

結後にかぎっても，（失業率を指標とする）雇用状況の改善は指摘できそうで

あるが，男性については２０１２年あたりからその悪化がみられる（表３―３も参

照）。女性についても２０１３年は前年より失業率が悪化しているが，２０１３年調

査では労働力に含まれない１０～１４歳の労働者が２０１２年調査には含まれている

ので注意が必要である。なお，その雇用状況の悪化が観察される２０１２年か

ら２０１３年について，失業者数は男性が２０１２年は１５万９８５８人であるのに対し，

２０１３年は１７万９０００人となっている。女性失業者数は２０１２年が１７万６１４４人であ

るのに対し，２０１３年は２０万５４３９人であった（Department of Census and Statistics

２０１３b；２０１４）。

男女別ではこの２０年間は一貫して女性の失業率のほうが男性より高いが，

女性の雇用状況は男性よりも改善度が大きいことがわかる。これは都市部，

郡部の両方に当てはまる。内戦終結後について，とくに都市部では２０１０～

２０１３年の４年の失業率の改善は，男性がわずか０．２％ポイントにとどまるの

に対して女性は２．３％ポイント以上の改善である。求職意欲喪失効果の影響

や，もともと失業率が相対的に高く，さらに男性労働力の代替となってい

全 国 都市部 郡 部

２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３

全 体 ４．９ ４．２ ４．０ ４．４ ４．９ ４．２ ３．７ ４．１ ５．０ ４．２ ４．０ ４．４

男 性 ３．５ ２．７ ２．８ ３．２ ３．７ ３．４ ２．５ ３．５ ３．５ ２．６ ２．９ ３．１

女 性 ７．７ ７．０ ６．２ ６．６ ７．５ ６．０ ６．１ ５．２ ７．８ ７．１ ６．３ ６．８

表３―３ 失業率（２０１０～２０１３年）
（単位：％）

（出所） Department of Census and Statistics（２０１１，２０１２，２０１３b，２０１４）のいずれもp．２０，表５．１。
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る可能性はあるものの，都市部での女性の雇用状況の改善は目覚ましい。

表３―４より，同じく２０１２年と２０１３年についてそれぞれの失業期間をみる。

２０１３年データは労働力の定義としての対象年齢が前年までの調査と異なる

ことに留意しなければならない。しかし，それにしても２０１２年と２０１３年の失

業期間別比率のちがいはきわめて大きく，趨勢を読みとることは可能と考

えられる。同表からは失業期間の長期化傾向（男女ともに６カ月未満の失業者

の比率が低下しているのに対し，６カ月～１年未満の失業者比率が大きく増加し

ている）が確認できる。とくに男性について顕著であるが，これは仕事がな

いなかで，男性が主たる生計の担い手であるため労働市場から退出しづら

いことも関連しているものと推察される（２）。いずれにしても，２０１２年から

２０１３年の雇用状況の悪化は，失業の長期化傾向がその特徴のひとつである。

雇用状況の悪化が観察される２０１２年から２０１３年の年齢層別失業率をみると，

１５～２４歳の失業率は２０１２年が１７．３％（男性１４．０％，女性２３．５％）であるのに対

し，２０１３年は１９．１％（男性１５．６％，女性２５．０％）である。２５～２９歳は２０１２年が

６．６％（男性４．３％，女性１１．４％）であるのに対し，２０１３年は７．５％（男性４．７％，

女性１２．５％）である。３０～３９歳は２０１２年が２．５％（男性１．４％，女性４．７％）で

あるのに対し，２０１３年は２．７％（男性１．５％，女性５．０％）である。そして，４０

歳以上は２０１２年が０．８％（男性０．５％，女性１．５％）であるのに対し，２０１３年は

１．０％（男性０．７％，女性１．５％）となっている（Department of Census and

Statistics２０１３b；２０１４）。２４歳までの若年層の失業率がほかの年齢層に比べて

きわめて高く，とりわけ女性１５～２４歳の女性については４人にひとりが失

業状態にある。またこの１年の失業率の悪化は若年層（１５～２４歳）ほど顕著

６カ月未満 ６カ月～１年未満 １年以上

男性 ２０１２年 ３８．４ ２９．８ ３１．８

２０１３年 ８．３ ６６．２ ２５．４

女性 ２０１２年 ２８．６ ２６．２ ４５．３

２０１３年 １６．４ ６４．０ １９．６

表３―４ 失業期間（男女別）
（単位：％）

（出所） Department of Census and Statistics（２０１３b，５５表１１），およびDepartment of Census
and Statistics（２０１４，４６表１１）より筆者作成。
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である。対照的に年齢層が上がるほど雇用状況の悪化は観察されなくなる。

さらに，データは割愛するが，学歴別には高学歴者ほど，そして同じく学

歴別には女性のほうが男性よりも失業率が高い。労働力化／非労働力化（し

たがって失業率も）は経済状況にも左右される点に留意が必要だが，上記よ

り，若年層，女性，高学歴者のあいだで失業が顕在化しやすい状況がうか

がわれる。

一方，現地からはとりわけ女性労働者に関する労働力不足の声が聞こえ

てくる。たとえば筆者が実施した聞き取りでは，世界から注目され，女性

が製造をおもに担っているアパレル産業では４万人の人手不足が発生して

いるという（３）。また長らくスリランカ経済を支え，同じく女性が労働の主た

る担い手である茶のプランテーションでも，とくに若い女性は就労を忌避

するという（４）。後者のプランテーションについてはその社会的地位の低さが

就労の忌避に大きく関連するが，労働組合指導者にいわせると，自由貿易

区（FTZ）での労働条件も必ずしも恵まれたものではない。いずれにしても，

失業率が低いわけではないなかで労働力不足が生じているのであれば，労

働市場での需給のミスマッチが発生していることになる。第２節でみるよ

うに，使用者は女性の就労促進政策を強く望み，政策担当者もその論点の

意義を認識している。

２．雇用ステイタス，産業・業種別就業構造

表３―５は男女別に雇用ステイタス（employment status）をまとめている。全

体の５５．７％が被用者（employee）で，雇用主と合わせて６割弱が「組織勤め」

である。一方，自営（own account worker）の比率も３割以上を占める。１

割弱が無償家族労働者（contributing family worker）である。男女別では，被

用者全体では両者の比率に大きな差はないが，女性は公共部門で就業する

割合が男性よりも高い。一方，雇用主（employer）の９割は男性である。男

性が自営に占める比率は３／４に上るが，無償家族労働者は８割近くが女性で

ある。途上国であったスリランカが社会開発の成功事例として挙げられて

きた一方で（絵所１９９９），就労という意味での女性の社会進出については，
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雇用機会の面でも雇用のステイタスの面でも，スリランカでは今日におい

ても制約されていることがわかる。そのなかにあって，女性の就業機会に

果たす雇い主としての公共部門の位置づけは相対的にではあるが大きい。

つぎに産業別の状況について，就業構造の特性をより明確にするために，

まず産業別 GDPシェアをみる。産業別名目 GDPシェアは，１９７５年には第

全体 男性 女性 全体 男性 女性

全 体 １００．０ １００．０ １００．０ 全 体 １００．０ ６５．３ ３４．７

被用者 ５５．７ ５６．６ ５４．０ 被用者 １００．０ ６６．４ ３３．６

うち公共部門 １５．１ １２．８ １９．４ うち公共部門 １００．０ ５５．４ ４４．６

うち民間部門 ４０．６ ４３．９ ３４．６ うち民間部門 １００．０ ７０．５ ２９．５

雇用主 ３．０ ４．２ ０．９ 雇用主 １００．０ ８９．７ １０．３

自 営 ３２．２ ３６．２ ２４．６ 自 営 １００．０ ７３．５ ２６．５

無償家族労働者 ９．１ ３．０ ２０．５ 無償家族労働者 １００．０ ２１．５ ７８．５

表３―５ 雇用ステイタス（男女別，雇用ステイタス別，２０１３年）
（単位：％）

（出所） Department of Census and Statistics（２０１４，１６表４．５）を基に筆者算出。
（注）「自営」は“Own Account Worker”，「無償家族労働者」は“Contributing Family Worker”
の訳。

図３―２ 産業別就業者シェア（１９９２～２０１３年）

（出所）１９９２～２００５年は Department of Census and Statistics（２０１３b，１４表４．１），
２００６年以降はDepartment of Census and Statistics（２０１４，１４表４．１）より筆者作成。

（注）１） 産業区分は元表の直訳であるが，農業は第１次産業を，工業は第２次産業を，
サービス産業は第３次産業を意味するものと思われる。

２） 北部州および東部州を除く。
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１次産業が２８．０％，第２次産業が３０．９％，第３次産業が４１．１％であったが（５），

その後，第１次産業のシェアが低下していくとともに，第３次産業のシェ

アが拡大していく。２０１２年の第１次産業は１１．１％，第２次産業が３１．５％，そ

して第３次産業が５７．５％であった（Department of Census and Statistics２０１３a）。

この４０年近くのあいだ，第２次産業の比率はそれほど大きくは変化してお

らず，スリランカ経済は第３次産業の拡大と第１次産業の縮小というかた

ちで産業構造が変化している。それに対して産業別の就業者シェアは，２０１３

年には第１次産業が２９．８％，第２次産業が２６．２％，第３次産業が４４．１％と

なっている。

図３―２はデータのない期間のある北部州および東部州を除いた１９９２～２０１２

全体 農林漁業 製造業

建設，採鉱・
砕石，電気・
ガス・水道
供給

卸小売，自
動車・二輪・
家庭用品等
修理

ホテル，
レストラン

運輸・倉庫，
コミュニケー
ション

金融・不動
産，レンティ
ングおよびビジ
ネス業務

２００２ １００．０ ３４．５ １６．５ ５．９ １２．９ １．８ ４．７ ２．６

２００６ １００．０ ３２．２ １９．２ ７．４ １３．４ １．８ ６．１ ３．１

２０１０ １００．０ ３２．５ １７．６ ７．０ １３．６ １．９ ６．４ ３．５

２０１２ １００．０ ３０．７ １８．５ ８．１ １３．８ １．７ ６．５ ３．６

２０１２年全土 １００．０ ３１．０ １７．７ ８．４ １４．０ １．６ ６．５ ３．５

上級（行政）職・
管理的職業
従事者

専門的職業
従事者

技術および準専
門的職業従事者

事務的職業
従事者

企業経営者・管
理的職業従事者

２００２年（北・東部除く） １．３ ５．４ ４．９ ４．４ ６．２

２００６年（ 〃 ） １．８ ５．３ ５．１ ３．９ ７．４

２０１０年（ 〃 ） １．６ ５．５ ５．２ ４．２ ６．６

２０１２年（ 〃 ） １．９ ６．１ ５．６ ４．６ ３．９

２０１２年全国（８１２万８，７０４人） １．８ ６．４ ５．７ ４．４ ３．８

男性（５４７万７，０８９人） １．９ ３．８ ５．６ ３．５ ４．２

女性（２６５万１，６１５人） １．５ １１．７ ５．８ ６．３ ３．０

女性比率 ２８．４ ５９．９ ３３．５ ４６．８ ２５．４

表３―６ 産業別就業者シェア

（出所） Department of Census and Statistics（２０１２，４５表６；２０１３b，４３表６）を基に筆者算出。

表３―７ 職種・職業別就業者構成比の趨

（出所） Department of Census and Statistics（２０１２，４９表７；２０１３b，４７表７，４８表７A，４９
表７B）を基に筆者算出。
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年の産業別就業者シェアである。第１次産業の就業者シェアは１９９２年の

４２．２％から２０１３年の２９．４％に縮小しているのに対して，第２次産業は２０．１％

から２６．６％に，第３次産業は３７．７％から４３．９％にシェアを拡大させている。

第１次産業のシェアの縮小を第２次産業と第３次産業が分け合うかたちで

就業者を増加させている。スリランカ最大の産業は第３次産業であるが，

第２次産業も着実に就業者シェアを伸ばしている（６）。

産業分類を細かくして，２００２～２０１２年の就業者構造をみたのが表３―６であ

る（７）。同表より改めて農林漁業の縮小と製造業の２０００年（ゼロ年）代中盤以

降の伸び悩みをみることができる一方で，インフラ関連産業（「建設，採鉱・

砕石，電気・ガス・水道供給」）が比較的大きく伸びていることも確認できる。

行政・国防・
社会保障関連

教育
医療・ソーシャ
ル・ワーク

その他の地域・
社会・個人サー
ビス，在外組織・

機関

Private
Households

with Employed
Persons

その他 不明

８．０ ３．５ １．３ １．７ １．４ ４．９ ０．３

５．６ ３．９ １．５ １．７ １．１ ２．５ ０．３

６．８ ３．７ １．５ １．７ １．２ ２．６ ０．０

６．９ ３．９ １．６ ２．０ １．２ １．５ ０．０

７．０ ４．１ １．７ ２．０ １．２ １．４ ０．０

販売・サービス
的職業従事者

熟練農漁業労
働者

手工芸（クラフ
ト）関連労働者

装置・機械操
作員，組立工

単純作業／初
級の職業従事者

不明 全体

７．８ ２４．２ １４．３ ５．７ ２４．７ １．０ １００．０

７．２ ２２．４ １７．１ ７．１ ２２．２ ０．５ １００．０

８．０ ２２．３ １５．６ ７．４ ２２．７ ０．９ １００．０

１０．７ ２０．６ １７．０ ８．８ ２０．３ ０．５ １００．０

１０．８ ２１．５ １７．０ ８．６ １９．６ ０．５ １００．０

１１．１ ２１．０ １７．３ １１．５ １９．４ ０．７ １００．０

１０．１ ２２．４ １６．２ ２．８ １９．９ ０．２ １００．０

３０．６ ３４．０ ３１．２ １０．６ ３３．２ １３．７ ３２．６

（２００２年，２００６年，２０１０年，２０１２年）
（単位：％）

（注）「２０１２年全土」は北部州および東部州を含む数値。それ以外は北部州および東部州を除く
数値である。

勢，および同男女別構成比（２０１２年）
（単位：％）

（注） 表側「２０１２年全国」「男性」「女性」の人数は２０１２年の労働者数。
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また表３―７は職種・職業別の就業者の比率をまとめている。２００２～２０１２年の

変化趨勢では，構成比が最も大きい熟練農漁業労働者の比率が一貫して低

下している。また，単純作業／初級の職業従事者のこの間の比率低下も大

きい。そして相対的ではあるものの両者の減少は，２００９年の内戦終結後に

も進行していることがうかがわれる。一方，構成比率の上昇がとりわけ顕

著なのが，装置・機械操作員，組立工（３．１％ポイント増）と販売・サービス

的職業従事者（２．９％ポイント増）である。企業経営者・管理的職業従事者の

減少は，小規模零細企業組織の閉鎖（倒産等）を示唆しているのかもしれな

い。また，上級（行政）職・管理的職業従事者（senior officials and managers），

専門的職業従事者，技術および準専門的職業従事者がわずかではあるが構

成比が拡大している。あくまで趨勢としてのものではあるが，これらより，

営業関連職および製造業の拡大（また第２次産業，第３次産業の拡大）と，就

労者の技能水準の高度化，専門化がスリランカ経済で生じている。

男女別では全体の女性比率が３２．６％であるなかで，職業・職種に大きな

差があるのが専門的職業従事者，事務的職業従事者，そして装置・機械操

作員，組立工である（表３―７）。専門的職業従事者は女性の比率が男性よりも

７％ポイントほど高く，その構成比も女性が過半数を上回る５９．９％を占め

ている。事務的職業従事者も女性比率が高いが，過半数には満たない。他

方，装置・機械操作員，組立工は男性が９割を占める（８）。また，上級（行政）

職・管理的職業従事者および企業経営者・管理的職業従事者における女性

の比率も相対的に低い。先にみたように女性は社会進出が進んでいないだ

けでなく，昇進に関する天井も存在している。

３．賃金動向

本節の最後に内戦終結後の賃金の趨勢について若干の分析を行う。２０１３

年の月ぎめの稼得者の平均月収は都市部が２万９３３９ルピー，郡部が２万１３７２

ルピーであった。これに対して日雇い労働者の平均月収は都市部が１万５７３９

ルピー，郡部が１万２９７２ルピーである（Department of Census and Statistics

２０１４）。平均月収は郡部よりも都市部のほうが高く，日雇い労働者よりも月
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ぎめ稼得者の月収のほうが大きいが，都市部・郡部間格差は日雇い労働者

よりも月ぎめ稼得者に顕著である。また月ぎめ稼得者と日雇い労働者の賃

金格差は，都市部のほうが大きい。なお，日雇い労働者をある程度広く解

釈して，非正規労働者としてとらえることも可能と考えられる。今日のス

リランカ労働市場で進行している請負労働，つまり業務請負業者による労

働者の雇用は，必ずしも月ぎめではない。

２０１３年の労働力調査と２０１２年までの調査とでは労働力とする対象年齢が異

なるため，表３―８は２０１０年と２０１２年について，都市部・郡部別に月ぎめの稼

得者および日雇い労働者の平均月収と月収の中央値をまとめた。２０１２年の

月収水準を２０１０年と比較すると，都市部のほうが郡部よりも平均月収の伸

びが大きく，また，月ぎめ稼得者よりも日雇い労働者の月収の伸びが大き

い（表３―８の２年間の増加率参照）。とりわけ都市部日雇い労働者の平均月収は

１．７９倍と大きな伸びを記録している。また注目すべき点としては，郡部月

ぎめ稼得者の月収の低下である。これらより，内戦終結後の労働市場は都

市部の賃金上昇が顕著で，それは日雇い（あるいは非正規）労働者に対する

需要の増加と並行して進んでいると指摘できそうである。郡部でも，日雇

い労働者への需要は月ぎめ稼得者の賃金低下という影響を及ぼしている。

結果として月ぎめ稼得者と日雇い雇労働者の賃金格差は縮小している。と

２０１２年 ２０１０年 ２年間の増加率
（％）

平均 中央値 平均 中央値 平均 中央値

（給与）月ぎめ
稼得者

都市部 ２３，４１８ １９，７５０ １９，９８０ １６，０００ １．１７ １．２３

郡 部 １４，４５７ １４，０００ １６，１０５ １５，０００ ０．９０ ０．９３

日雇い労働者
都市部 １８，８４２ １７，５００ １０，５２６ １０，０００ １．７９ １．７５

郡 部 １２，１７１ １１，４１０ ９，１７０ ８，４００ １．３３ １．３６

都市部・郡部別
所得格差指標

都市部 １．２４ １．１３ １．９０ １．６０

郡 部 １．１９ １．２３ １．７６ １．７９

表３―８（給与）月ぎめ稼得者と日雇い労働者の都市部・郡部別月収
（単位：ルピー）

（出所） Department of Census and Statistics（２０１１；２０１３b）のいずれも p．１８，表４．７より筆者
作成。

（注）「所得格差指標」は都市部，郡部別に月ぎめ稼得者の月収を日雇い労働者の月収で除した
ものである。
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ころで，２０１０～２０１２年の２年間にコロンボの消費者物価は１４．８％上昇した

（Department of Census and Statistics２０１３a，３７）（９）。したがって，この間の物

価上昇のマイナスの影響は，労働条件が相対的に低い日雇い労働者ではなく，

月ぎめ稼得者，とりわけ郡部の月ぎめ稼得者に大きなものとなっている。

月収を指標とする所得の不平等については平均月収と月収の中央値を比

較することで，ある程度，所得格差の質を推察できる。いずれも月収の平

均（値）のほうが月収の中央値よりも大きい値なので，（相対的）少数者が相

対的に大きく稼得しているという所得の不平等の存在を推察でき，実額で

の不平等の度合いは，両者の差が最大となっている都市部の月ぎめ稼得者

で最も大きい。ただし，２年間の増加率は平均値よりも中央値のほうが大

きいので（順に１．１７倍，１．２３倍），都市部月ぎめ稼得者の不平等自体は縮小気

味である。また，２０１２年の郡部の月ぎめ稼得者の平均値と中央値の差は４５７

ルピーしかなく，先に指摘した郡部月ぎめ稼得者の月収の低下は，月収が

相対的に高い職種・職業または労働者に関する賃金の下方圧力が背景にあ

るものと推察される。いずれにしても，不平等の度合いは郡部よりも都市

部で大きい。

つぎに，産業別に２０１３年の平均月収をみる。月ぎめ稼得者の平均月収は，

第１次産業が１万３６６５ルピー，第２次産業が２万２２８ルピー，第３次産業が

２万５０５４ルピーであるのに対し，日雇い労働者の平均月収は順に１万３１１ル

ピー，１万５３７５ルピー，１万４１１２ルピーである（Department of Census and

Statistics２０１４）。表３―９は２０１０年と２０１２年について産業別に，月ぎめの稼得者

と日雇い労働者の平均月収および月収の中央値をまとめている。月ぎめ稼

得者の月収は第３次産業が，日雇い労働者の月収は第２次産業が最も大き

い。月ぎめ稼得者と日雇い労働者の産業別賃金格差は，第３次産業が最大

である。ただし，第２次および第３次産業の日雇い労働者は今日，第１次

産業の月ぎめ稼得者よりも月収が高い。月ぎめ稼得者の月収水準は，第３

次産業では第１次産業の１．７５倍である。

また，すべての産業で日雇い労働者の月収の伸びのほうが月ぎめ稼得者

の伸びよりも大きく，同時に日雇い労働者の月収の伸びは月ぎめ稼得者よ

りも産業間で，より均等である。産業に分け隔てなく日雇い労働者に対す
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る需要が高まっているようである。それでも，月ぎめ稼得者の月収の伸び

で注目できるのは第２次産業において最も大きい点で（１．２６倍），第３次産

業はいくぶん停滞気味である（１．１６倍）。なお，この間の産業別GDP実質成

長率の伸びは，第１産業が７．３％増，第２次産業が２１．７％増，第３次産業が

１３．６％増であった。第２次産業での所得の伸びは，この第２次産業の相対

的に高い成長率を反映させている。実際，第２次産業の平均月収と月収中

央値からみる所得格差は月ぎめ稼得者，日雇い労働者ともに縮小している。

需要の高まりによる底上げというかたちで，第２次産業では産業内所得格

差の縮小趨勢をみることができる。

以上，重複となるが，賃金の検討から次の点が指摘できる。賃金・所得

は郡部よりも都市部のほうが高く，内戦終結後のスリランカでは，都市部

でのその顕著な上昇は日雇い（あるいは非正規）労働者に対する需要の増加

と並行して進んでいることがうかがわれる。また日雇い労働者の月収は第

３次産業よりも第２次産業のほうが若干高く，月ぎめ稼得者との産業別格

差は第３次産業で最も大きい。月ぎめ稼得者の月収が最も大きいのはこの

２０１２年 ２０１０年 ２年間の増加率
（％）

平均 中央値 平均 中央値 平均 中央値

（給与）月ぎめ
稼得者

第１次産業 １２，５４１ １０，５５０ １０，３４０ ８，５００ １．２１ １．２４

第２次産業 １７，１４２ １５，０００ １３，６１８ １１，０００ １．２６ １．３６

第３次産業 ２１，８８６ ２０，０００ １８，７９５ １７，３４０ １．１６ １．１５

日雇い労働者

第１次産業 ９，９９７ ９，２７０ ７，６７０ ７，２００ １．３０ １．２９

第２次産業 １４，０９８ １４，０００ １０，４２８ １０，０００ １．３５ １．４０

第３次産業 １３，１８２ １２，５００ ９，７７８ ９，０００ １．３５ １．３９

産業別所得格
差指標

第１次産業 １．２５ １．１４ １．３５ １．１８

第２次産業 １．２２ １．０７ １．３１ １．１０

第３次産業 １．６６ １．６０ １．９２ １．９３

表３―９（給与）月ぎめ稼得者と日雇い労働者の産業別月収
（単位：ルピー）

（出所） Department of Census and Statistics（２０１１；２０１３b）のいずれも p．１８，表４．８より筆者
作成。

（注）「産業別所得格差指標」は各産業ごとに月ぎめ稼得者の月収を日雇い労働者の月収で除し
たものである。
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第３次産業においてだが，月収の伸びが最も大きいのは第２次産業である。

賃金格差を減じるには第２次産業の成長が重要で，また都市部第３次産業

の月ぎめ稼得者と日雇い労働者の格差縮小も大きな政策課題である。

第２節 労使関係の諸相

本節ではスリランカの労使関係の諸相として，賃金の決まり方，労使の

アクター，労働争議としてストライキ件数の推移を中心にみる。それを通

じて，労働市場と労使関係の制度にもふれることになる。前節の最後で内

戦終結後の賃金動向をみたが，その国の労使関係および労使関係制度のあ

り方は，賃金をはじめとする労働条件に影響を与えるものである。労使関

係の考察は，賃金等の労働条件をめぐる規則（ルール）・制度や，アクター

（担い手，行為者）を含む諸々の要素・要因の諸関係を対象に行われる。労

使の関係を制度化されたもの，またはそのプロセスとしてとらえるのが労

使関係制度の視点で，その制度および制度化にかかわるアクターは，労働

者・労働組合，使用者・使用者団体，そして政府・国家（１０）の三者である。

労使関係は通常，雇用すなわち雇い雇われることでの就労を議論の暗黙

の前提としていることが多い。スリランカでは前節表３―５でみたように，被

用者が５５．７％，また雇用主は３．０％であった（２０１３年，男女計）。自営と無償

家族労働者が合わせて４割強を占め，また小規模零細企業での就労も無視

できないが，雇用主を含めた就業者のほぼ６割という過半数超が雇用関係

を結び就労するという事実は，同国経済や労働の検討に労使関係の考察が

不可欠であることを意味している。また労使関係のあり方は経済発展にも

重要である（Teitelbaum２０１１）。本節では労使関係論に大きく関連する社会

的対話についてもみる。
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１．賃金の決まり方

労働市場で決まる賃金水準は，労働力の需給関係（需給状況）や（生産）

技術的要因などの影響を受けて決まる。雇用関係のもとでは使用者の支払

能力も重要だが，同時に，使用者による賃金の決定を規制するものとして，

労働市場の制度的要因がある。そのような制度的要因のうちスリランカで

主要なものは，最低賃金制度，公共部門における政府の介入，そして団体

交渉・労働協約である。

�１ 最低賃金について

賃金水準の決定を労働市場に完全に委ねた際に，家族の扶養を含めて労

働者が最低限の生活を営むのに必要な賃金水準を市場賃金が下回ってしま

う恐れがある。それを防ぐ仕組みが最低賃金制度である。スリランカで最

低賃金に関連する法律は現在のところ，賃金委員会法である。本法は最低

賃金だけでなく，賃金の支払いや休暇を含む労働時間を中心とする雇用条

件の決定を規定している。最低賃金は本法の定めで組織される産業・職業

ごとに賃金委員会が決定する。賃金委員会が組織されているのは現在，ホ

テル業務，建設業，映画産業，印刷産業など，全部で４３産業・業種で

（Secretariat for Senior Ministers２０１２，４４），賃金委員会の構成は，労働長官

（Commissioner of Labour）と当該産業・職業にかかわるそれぞれ同人数の労

働者および使用者を代表するものである。賃金委員会はこのように三者構

成である。

賃金委員会法のほか，最低賃金に関連するものとして店舗および事務所

労働者（雇用と報酬規制）法があるが，本法の最低賃金に関する規定は機能

していない（Secretariat for Senior Ministers２０１２）。また賃金委員会は，民間

部門のみが対象で政府や公企業従業員には適用されず，指定４３産業・職業

以外にも適用されない。つまり，指定外の産業・職業には制度としての最

低賃金が存在しない。スリランカでは全国最低賃金の制定が課題であり，

ラージャパクサ前大統領は次項でみるような動きを主導した。ちなみに店
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舗および事務所労働者（雇用と報酬規制）法も公務員には適用されない。

�２ 政府の介入

その公共部門では最低賃金はないが，同部門労働者の賃金水準は一般に

民間部門よりも高い。公共部門での就業者は２０１３年時点で約１２９．８万人に上

り（Ministry of Finance and Planning２０１３），また，表３―５でみたように就業者

の５５．７％を占める被用者のうち，公民別で公共部門は１５．１％と被用者の１／４

強を占める。公共部門労働者の賃金は現在，全国俸給・職階制委員会

（National Salaries and Cadres Commission）の勧告に基づいた２００６年度予算提

議で示され，また労働組合や専門家，政府諸機関との幅広い協議を経て採

用された賃金体系が適用されている。この変更によって，２００６年以前には

１２７にもなる賃金表が３６以下に改編削減され，また最高職位と最下位の職位

との賃金格差を４．０５倍以内にとどまらせることとなった（Ministry of Finance

and Planning２０１３）。全国俸給・職階制委員会は，公共部門の雇用管理に関

して広く議論し提言する組織だが，このような大きな改正のほか公共部門

の賃金改定は，年次予算の提議でもなされる。公共部門の使用者は政府で

あるので，国家予算に規定されるのは当然である。

その後，２０１３年度予算提議の際にラージャパクサ大統領は，この全国俸

給・職階制委員会を廃止して，新たに１９人のメンバーによる全国賃金委員

会（National Pay Commission）を組織した。その目的は，賃金を含む公共部

門の雇用管理改革に再び着手し，また，膨れ上がる政府の年金負担の軽減

と，公共部門と民間部門の賃金格差の解消を視野に入れ，スリランカで初

めて民間部門の賃金のあり方をも射程に入れる全国賃金政策（National Wage

Policy）を策定することである（Sunday Times, November２４，２０１３）。またこ

のなかで最低賃金制度の導入をめぐる議論がなされ，使用者団体と労働組

合に意見を求めている。スリランカ最大の使用者団体であるセイロン使用

者連盟（EFC）は全国一律の最低賃金制度導入に反対であるのに対し（The

Employers’ Federation of Ceylon２０１４），主要な労働組合の連合団体の最低賃

金をめぐる見解は統一的ではない。EFCはそもそも民間部門の賃金に政府

が介入することに強く反対しており，労働組合の多くも政府の規制には懐
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疑的である。こうした動きのなか，２０１４年１０月２４日には，財政・計画大臣も

兼ねていたラージャパクサ大統領による２０１５年度予算案が国会に提示され

た。そこでは民間部門の最低賃金を２０１５年から１万ルピーとすること，ま

た，月５００ルピーの手当の給付と従業員退職準備基金（EPF）の使用者負担

分の比率の１４％への引上げが提案され，また公共部門では月額賃金を最低

１万５０００ルピーに引き上げ，かつ物価手当（COLA）を１万ルピーとするこ

と（したがって最低月額は２万５０００ルピー）としている（１１）。

このように，政府は新しい全国賃金委員会によって公共部門の賃金改革

に再度乗り出したこと，また民間部門の賃金にも政府が介入の度合いを強

めようとしていること，その動きは２０１５年度予算案によって具現化されよ

うとした様子がうかがわれる。もっとも，この一連の動きは憲法を改正し

てまで３選をめざした大統領選挙を視野に入れたものであるというのが筆

者を含む大方の見方で，２０１５年１月に実施されたその選挙でラージャパク

サ大統領が敗北したことはすでに述べたとおりである。氏が退任したいま，

前政権の主導による取り組みが新政権にどの程度継承されることになるか，

現時点では不透明である。賃金以外に関する政府の介入については以降，

順次ふれる。

�３ 団体交渉，労働協約

労働組合が組織されている職場では通常，賃金をはじめとする労働条件

の決定には労働組合による規制がかかることになる。法制度上は，労働争

議法の１９９９年の改正で，４０％以上の従業員を組織する労働組合との団体交

渉の拒否は使用者の不当労働行為であると定められている。

団体交渉が実施され，また労働協約が締結されるレベルは，労働組合が

組織されている単位にも依拠するが，民間部門では（たとえば産業レベルよ

りも）企業レベルでの交渉・協定が多い。ただし後掲の表３―１０ならびに図３

―３でみるように，労働組合組織率は今日，１０％を下回ると考えられる。し

たがって，団体交渉・労働協約による賃金に関する直接的な規制は，労働

組合の組織化状況を基準とすると，スリランカでは就業者の１割をカバー

するにすぎない。もっとも，プランテーション産業では産業別労働協約が
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締結されているので，実際のカバー率はこれより高くなると考えられる（１２）。

団体交渉を経て締結される労働協約の期間は通常，２～３年である。賃

金・労働条件をめぐる団体交渉はしたがって，２～３年ごとの頻度で行わ

れる。また労働協約の内容はもちろん協定ごとに異なるが，基本給や通勤

手当などの基本的な手当だけでなく，賞与，労働時間・休暇，昇進，従業

員退職準備基金（EPF）について，また解雇や退職にかかる手当，医療給付，

停職を含む規律にかかわる事項，労働組合の活動，チェックオフ等々，さ

まざまな事項をカバーする。正式なかたちで締結された労働協約には法的

な拘束力が生じる。団体交渉・労働協約における使用者団体の役割につい

ては次項�１でみる。

２．労使のアクターとの関係の諸相

前項の議論からも示唆されるように，スリランカでは民間部門と公共部

門の労使関係を分けて考える必要がある。民間部門の労使関係は労働・労

使関係省が所管するが，公共部門の労使関係は行政・総務省が所管である。

適用される労働諸法も必ずしも同じではない。また同時に，自由貿易区（FTZ）

では，労使関係の所管は労働・労使関係省ではあるが，FTZ外の民間企業

とは異なる経営参加の仕組みが採用されている。本章では民間部門と FTZ

を中心にみる。

�１ 使用者団体――セイロン使用者連盟（EFC）――

前項で団体交渉・労働協約は企業レベルが多いと述べたが，スリランカ

に特徴的なのは，使用者側では，１９２９年結成の使用者団体である EFCが団

体交渉に果たす大きな役割である（１３）。EFCは同国最大の使用者団体で，８５

年以上の歴史をもつ。EFC加盟企業数は現在５６８社で（The Employers’

Federation of Ceylon２０１４），加盟企業で働く労働者数は５５万～６０万人に上る。

EFCには産業ごとに組織されている産業団体（業界団体）も加盟しており，

それらの団体がカバーする雇用を含むと１００万人以上になる。加盟企業はお

もに民間企業で，規模が比較的大きいものが中心であるが，外資系企業や
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国営企業も会員として名を連ねている。外国の在スリランカの出先機関に

も EFCに加盟するものがある。EFC加盟企業で労働組合が組織されている

のは３～４割程度であるが，注目されるのは，労働組合が組織されている

加盟企業のうち１００社以上が，今日においても団体交渉の際に EFCに協力を

要請し，実際，EFCは交渉にかかわり，最終的な労働協約の証人として署

名することが見受けられる点である。つまり，EFCの加盟企業は限定的で

ある一方，労使関係の使用者側代表性に関して，集約的，集権的おもむき

がある。

この点について補足すると，EFCは現在までに，スリランカ北部ジャフ

ナに拠点をおくヤールパナム商工会議所と南部ハンバントタに拠点をおく

ハンバントタ地区商業会，また中部クルネーガラの商工会議所の３つの地

方産業団体と協力関係を結び，地元の中小企業の発展と，それを通じた，

とりわけ若年労働者への雇用創出の支援に取り組んでいる。この背景には，

第１に，いっそうの，また健全な経済発展には中小企業の成長が不可欠で

その育成を図ること，そして第２に，コロンボ偏重の経済発展を避けるこ

と，具体的にはコロンボへの非熟練労働力の過剰な流入を抑えること，と

いうふたつの意図がある。

このように，EFCは今日のところ主として民間大企業を代表する組織で

あるが，地方の発展に関心を示すなど経済のバランスのとれた発展をめざ

すとともに，使用者団体の代表性の面で地固めにもつながるような活動も

行っている。現場レベルの意思決定が重要な今日の激しい競争環境のもと

で，団体交渉・労働協約に EFCが将来も現在のようなかかわりを維持して

いくのか，注目される。

�２ 労働組合および連合団体

代表性に関して使用者団体の EFCがみせるおもむきとは対照的に，スリ

ランカの労働組合はインドをはじめとする南アジア諸国にみられるように，

多くの組織・連合団体が政治政党と強いかかわりをもちながら組織されて

いる。そもそもスリランカの労働運動・労働組合は歴史的にも，政治的活

動とは切り離せない側面もある。すなわち，論点ごとに共同歩調をとるこ
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とはあっても，労働運動は分裂状況にある。

同時に，スリランカでは制度的にも複数組合が存在しやすい。たとえば

公官庁の労働組合は，民間部門の労働組合と連合団体を形成することが認

められていない。公官庁内の労働組合の連合体についても，同一省内の諸

組合による連合体，および同一職務に従事する労働者（たとえば運転手）に

よる省をまたぐ労働組合の連合体の結成のみしか認められていない。これ

は労働組合の結集を恐れた政府の施策であると一般に説明されるが（１４），い

ずれにしてもこのような枠組みのもと，政治政党による労働組合の細分化

が複数組合化に拍車をかけている。

表３―１０は登録労働組合数およびその組合員数の推移と，筆者による推定

組織率を，また図３―３は表３―１０を基に推定組織率をグラフ化したものである。

スリランカでは今日，２０００組織以上が登録を行い労働組合としての地位を

得ているが，そのうち民間部門では１／５の４００組織にも満たないとの指摘が

ある。これは裏を返せば，公共部門での労働組合の多さの表れである。両

図・表では趨勢を示すために５年移動平均による組織率もまとめている。

図・表の考察対象期間にかぎると，労働組合の組織率は１９９０年代前半の２０％

程度をピークに低下し，２０００年（ゼロ年）代前半には５％ほどになっている。

その後，組織率は上昇傾向にあるものの，今日の労働組合の推定組織率は

１０％に満たないと考えられる。そして２００９年の内戦終結後にかぎれば，図

３―３からは組織率は停滞気味ではあるものの上向きにあるような印象を受け

る。しかし２００８年，２０１０年，２０１１年の組織率が２０００年代前半からの趨勢と乖

離しているため，実態は明確ではない。

一方，労働組合の勢力について公式な組合員数調査が実施されておらず，

組合執行部も自らの組織が何番目に大きいのか，正確には把握できていな

い。各組合による公称組合員数をそのまま受け入れることはもちろんでき

ない。それでも一応，長きにわたって最大勢力はプランテーション部門で

大きな影響力をもつ政治政党でもある，セイロン労働者会議（CWC）とされ

ている。ただし CWCは近年縮小しており，（前）政権与党スリランカ自由

党（SLFP）の系列下にあるスリランカ自由労働組合（SLNSS）が最大との一

報が，２０１３年に出どころ不明で流れた（１５）。いずれにしても労働組合の勢力
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０８
年
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労
働
組
合
員
数
は
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で
あ
る
可
能
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２
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労
働
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口
・
就
業
者
数
に
つ
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て
，
２０
０３
～
２０
０５
年
以
外
は
北
部
・
東
部
を
除
く
。
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が不明であるため，次節でみる全国労働審議会（NLAC）の労働者側代表の

選定基準も不明瞭である。なお，SLNSSをはじめとする主要労働組合は，

企業や事業所レベルに支部というかたちで労働者の組織化を行うのが一般

的である。

政治政党とのかかわりの強い労働組合と労働運動というのが労使関係の

特性として指摘されるが，それに対して現場の労働者の利益を代表せず，

また労働者の厚生の向上に資していないという批判がなされる。団体交渉

にも政治介入が行われることが多く，労使自治の実現とは程遠い状況が続

いていたというのがスリランカの労使関係に関する中心的な評価であった。

近年の政治介入に関しては次節でふれるが，しかし他方で，政治政党の系

列下にある労働組合が何も成し遂げていないというわけではなく，また近

年ではプランテーション産業以外では，直接的な政治介入はないという（１６）。

自由貿易区およびサービス労働者一般組合（FTZ&GSEU）などの政治政党に

依存しない独立系労働組合や，NGOや社会運動と連携するような労働組合

も今日では結成されており（Biyanwila２０１１），労働運動にインパクトを残し

図３―３ 労働組合組織率

（出所） 表３―１０を基に筆者作成。
（注） 表３―１０に同じ。
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つつある。現状では独立系労働組合等の結成も労働運動の分裂の要因となっ

ている側面は否めないが，スリランカの労働運動には他国の労働運動と同

様，このような新しい動きが出てきている。

労働運動が分裂状況にあるために効果的な成果を挙げることができない

ことに危機感を抱いた一部の組合指導者たちは，１９９８年に全国労働組合調

査教育連合（NATURE）を結成した。NATURE結成の契機は，彼らが１９９５年

の策定にかかわり，しかし反故にされている「全国労働者憲章」（後述）の

履行を求め，また関連して，労働に関する調査や労働者・労働組合への継

続的教育の必要性を感じたことによる。２０１０年には NATURE事務局を中心

グループとしながら，一歩進んで労働組合の統一を視野に入れ，１５組織に

よる労働組合統一センター（CFTUU）が結成された（１７）。しかし CFTUU

はかたちとしては現在も一応存在するものの，空中分解してしまった。こ

れは CFTUUに名を連ねた（前）政権与党系の労働組合が重要なイシューの

たびに政府側の立場をとり，共同行動が不可能になったためである。

NATUREも２００８年の結成１０周年時には１９の労働組合がメンバーとして名を

連ねていたが（NATURE２００９），CFTUUの空中分解と並行するように，CWC

やSLNSSなどの主要労働組合が離脱していった（１８）。SLNSSは（旧）与党SLFP

系で CWCも連立政権に加わっており（当時），労働運動における政治政党

の存在感を改めてみせつけている。

このほか共同行動や統一運動の動きとしては，自由貿易区（FTZ）での組

織化に取り組む FTZ&GSEUが中心となり，政治政党に従属しない労働組合

１３組織を結集する労働組合連合（TUC）が２００７年１２月に結成されている（１９）。

２０１１年には FTZ&GSEUや企業間従業員組合（ICEU）が名を連ねる合同労働

組合同盟（JTUA）が政府の年金法案の提出に対して FTZでストライキを実

施し（２０），また２０１３年５月２１日には電力料金の値上げに反対して，１６の主要

労働組合が参加する合同労働組合同盟協調センター（CCJTUA）がストライ

キを行っている（２１）。

共同行動は年金や公共料金，また物価をめぐってなど，個別企業・産業

ではなく労働者全体に影響を及ぼすようなマクロイシューに関して組織し

やすいように考えられる。このように今日は異なる労働組合による共同行
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動が組織される一方で，労働組合・労働運動は分権的・分散的である。

最後に，今日の労働組合の大きな課題として，若い担い手の早急な育成

が挙げられる。これは１９８０年に実施されたゼネラル・ストライキ以降，労

働組合に対して政府の徹底した弾圧が行われたことによる。その結果，ス

リランカの労働運動が大きく後退し，次の世代の労働組合指導者が育たず，

今日も後継者不足というかたちで爪痕が残っている。組合指導者の育成は

今日のスリランカの労働運動，そして労使関係において喫緊の課題である。

�３ 自由貿易区（FTZ）の労使関係，従業員協議会（EC）

１９７８年に導入された FTZでも労働組合の結成は認められ，またここまで

にもみたように争議行動が組織されている。FTZを主要な組織化の場とす

る FTZ&GSEUは国際連帯を視野に入れた争議行動を行うこともあり，世界

的にも知られている労働組合である。スリランカは国際労働機関（ILO）の

結社の自由・団結権，および団体交渉に関する８７号条約および９８号条約を

ともに批准しているが，それでも実際には FTZでは労働組合の自由な活動

は制限され，組合活動に携わる企業内従業員の指導者が解雇されるなど，

不当行為が行われることがある（２２）。筆者の現地での聞き取りでは，過去に

政府が非公式に FTZでの組合活動を抑制するとの言質を与えたと多くの組

合指導者が非難している。

同時に FTZで結社の自由，団体交渉権が制約されている一因ともなって

いるのが，従業員協議会（EC）である。従業員協議会は当初，FTZで合同

諮問協議会（JCC）として導入され，１９９４年に就任したクマーラトゥンガ大

統領が現在の従業員協議会に編成し直した。従業員協議会の導入は FTZ

の推進を図るスリランカ投資庁（BOI）の強い意向が働いている。しかし法

的根拠はない（Ranaraja２０１３）。従業員協議会は，労働者・従業員との意思

疎通を労働組合の結成および団体交渉を通じてではなく，本機構を通じて

行うという，労働組合の代替としての位置づけである。企業が財政面で運

営を支えるため，企業の意向を受けやすい。ILOもそれが従業員協議会か否

かを別として，ILO条約に沿うような機構を導入すべきとの立場である（Peiris

and Ranaraja２００１）。
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労働組合は通常，労働者・従業員の正式な代表機構は労働組合であると

して，労働組合の結成を妨げるという点で従業員協議会に対して強く否定

的である。ただし FTZ&GSEUは FTZに組織された従業員協議会に目を付

け，それをベースに組織化を進めていった。また，従業員協議会は公共部

門でも導入されたが，うまく機能しなかったという（２３）。実態はともあれ，

筆者の現地での聞き取りによれば，使用者団体も労働政策立案官僚も，従

業員協議会ではなく，（FTZ外では）労働組合をパートナーとしてみる向き

がスリランカにはある。この点は安定した労使関係を構築するうえで重要

である。

�４ ストライキ件数の推移

本項の最後に，労使関係をストライキ件数の推移からみる。図３―４は１９７７

年以降の公共部門を除くストライキ件数を，プランテーション部門とそれ

以外に分けてまとめている（２４）。１９７７年は社会主義志向をもつ SLFPから統

図３―４ ストライキ件数

（出所） Department of Census and Statistics（１９８３，６２表４７；１９８７，６２表４７；１９９４，１１６表
５６；２００３，１０３表４．１４），Ministry of Labour and Labour Relations（２０１１，１０５表４．７；２０１３，
８９表４．６；２０１４，８５表４．６）より筆者作成。

（注）１９８５年のストライキ件数は上記元表に誤りがあるが，そのままとした。
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一国民党（UNP）に政権与党が変わり，輸入代替工業化政策から舵を切った

年である。労働運動は１９８０年のゼネラル・ストライキを契機に，UNPが労

働組合に対して大きく攻勢に出て，労働組合の弱体化を推し進めた。その

結果，それまでマルキシストや左派・左翼が主導した労働組合運動と，労

使の制度化された紛争処理システムを大きく損なうことになった（Biyanwila

２０１１）。たしかに１９８０年代のストライキ件数の減少は著しいが，これはプラ

ンテーション部門でのストライキの減少を反映させたものであることが図

３―４よりわかる。

一方，１９９０年代に入り，とりわけ１９９０年代中盤には再びストライキ件数が

増加した。図よりこの増加がプランテーション以外の部門でのストライキ

の増加を反映させたものであることがわかる。この時期はいっそうの経済

自由化としてプランテーション部門をはじめ民営化が推進された時期であ

る（絵所２０１１）。以降，内戦が終結する２００９年まで，ストライキは減少趨勢

にあることが見て取れる。２００９年の８件はこのあいだの最小件数である。

使用者団体である EFCによると，１９７０年代までの EFCの取り組みはいかに

労働争議・労使紛争に対処するかに重きがおかれ，労働組合へのスタンス

も対立的なものであったが，１９８０年代以降は経済の自由化の進展とともに，

職業訓練や開発，また適切な人的資源管理の推進などに軸足を移していっ

た。同時に企業発展のためにいかに労働組合や労働者に企業活動にかかわ

りをもたせるかなど（職場の小集団活動への参加等），プロアクティヴな施策

に重きをおいている。ストライキ件数の減少はその取り組みが反映された

ものであるというのが EFCの見解である。しかし労働組合は，FTZでの労

働組合活動が制限され，また使用者が労働組合を承認しないなど，経済の

国際化進展のもと，結社の自由や団体交渉権の侵害も進んでいると非難す

る。とくに内戦終盤のラージャパクサ元大統領政権は，ストライキを国家

への反逆とみなしたこともストライキ減少の背景である（２５）。もちろん，労

働運動の分裂状況や小規模零細企業での組織化が困難であること，雇用の

非正規化といった要因も大きい。

このような状況にあって，内戦終結後は件数こそ少ないが，２０１０年が１５

件（プランテーションが９件，それ以外が６件），２０１１年が２１件（同１４件，７件），
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２０１２年が３４件（同１４件，２０件），そして２０１３年が４０件（同２１件，１９件）と，ス

トライキは増加傾向にある。近年は政府による労働運動の締め付けが厳し

くなっていると指摘されていたなかで，ストライキ件数が増加傾向にある

点に注目するべきである。それだけ労働者側の不満がたまってきていると

いうことである。

３．社会的対話の機構

内戦終結後はストライキ件数が増加傾向にあることを前項で指摘した。

また，労使関係制度の担い手である労使はみたが，政府については介入を

中心にふれたのみである。本項では，全国労働審議会（NALC）の討議事項

と筆者が２０１３年と２０１４年に実施した現地での聞き取りを基に，今日のスリラ

ンカの労働問題，そして労働政策・労働市場改革の方向をみる。

�１ 全国労働審議会（NALC）

社会的対話（Social Dialogue）の機構として，スリランカでは全国労働審

議会（National Labour Advisory Council: NLAC）が１９８９年に設立されている。

国際労働機関（ILO）の１４４号条約は国際労働基準の実施の促進を目的に，政

労使による三者協議を行うことを求めているが，NLACの設立はスリランカ

が本条約を批准するより前である（２６）。NLACは政労使三者で社会・労働に

関する事項をめぐって社会的対話を促進することを目的とし，また，社会・

労働に関連する事項や労働法制などについて，政府が労使の意見や助言を

求める協議・意見聴取の場（フォーラム）として位置づけられている。必要

に応じて，専門家からの助言を得ながらの同じく三者構成の分科会が組織

される。

NLAC委員の任期は１年で，議長は労働・労使関係大臣が務める。委員構

成は，たとえば２０１１／１２年度は労働者側代表が１６人で，いずれも異なる労働

組合１６組織から会長，事務局長，もしくは副会長・会長代理という組織の

トップが参加している。これに対して使用者側代表は１３人で，EFCから事

務局長ひとりが出席するほかは，企業５社より社長・CEOあるいは人事担
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当副社長，商工会３組織と，自由貿易区製造協会やアパレル産業など輸出

に関連する産業・業界団体のトップ（もしくは幹部）が出席する。政府出席

者が２２人と最も多く，うち１５人が労働・労使関係省からである。中央省庁

である産業開発省と財務・計画省センサス統計局からもひとりずつ参加し

ており，また従業員信託基金（ETF）のトップ，中央銀行から総裁補佐も参

加する。残りの３人は全国職業安全衛生研究所（NIOSH），BOIの労使関係

ディレクター，そして戦略的企業経営庁（SEMA）からとなっている（２７）。女

性委員は労働組合側にはひとりもおらず，経営者側は女性商工会の理事ひ

とりのみであった。ただし政府代表は２２人中７人が女性である。

NLACは月に１度開かれることとなっているが，近年の開催頻度は筆者の

確認では２０１２年が８回，２０１３年が５回と，２カ月に１回程度である。論争の

ある事項については当然のことながら NLACでの合意形成は難しく，また

前政権の消極的なコミットメントもあり，さらには単なる意見表明の場に

すぎないなどの批判もあるなど，NLACに対する労使の評価は決して高くな

い。それでも，労働政策を議論する場で正式に，直接の発言権が得られる

意義は大きい（２８）。社会的対話の経路がこのようなかたちで確立されている

ことに対しては，一定の評価はされるべきである（２９）。次項では NLACでの

討議事項と今日の状況をみる。

�２ NLACでの討議事項

表３―１１は２０１３年から２０１４年８月に開催された NLACの主要討議事項をま

とめたものである。この間，１４の主要事項が議論されているが，大きくは

年金・従業員退職準備基金（EPF）をめぐるもの（①，③，⑫），労働時間・

女性の夜間労働をめぐるもの（②，⑥），広く結社の自由・団体交渉権・争

議権（労働三権）に関するもの（④，⑤――④は NLACの手続き。また，協定

適用に関する⑪も本事項に関連），非正規労働（職業あっせん業者）に関するも

の（⑦），移民労働・国際関係に関するもの（⑧，⑬），解雇に関するもの

（⑩），特定産業・賃金交渉に関するもの（⑪，⑫），そして物価指数（⑭）

と分けることができる。⑨および⑪～⑭以外は，この間に複数回にわたっ

て議論されている。以下，それらをみることで，今日のスリランカの主要
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開催日 討議事項
２０１３年２月１１日 ①諮問委員会設立に関する従業員退職準備基金法のセクション５の改

正について
②店舗および事務所労働者（雇用と報酬規制）法の改正について
③ EPFの投資に関する中央銀行の報告について
④ NLACの会合を行うにあたって採用される手続きについて
⑤ストライキ権の制限／中止を目的とする司法介入について（労働組合
２９組織によるストライキ権に関するジョイントレターとメモランダム）

２０１３年５月６日 ②店舗および事務所労働者（雇用と報酬規制）法の改正について（女
性の夜間労働の延長）
④ NLACの会合を行うにあたって採用される手続きについて

２０１３年８月５日 ②店舗および事務所労働者（雇用と報酬規制）法の改正について（女
性の夜間労働の延長）
④ NLACの会合を行うにあたって採用される手続きについて
⑥週５日労働について
⑦職業あっせん業者の規制について

２０１３年９月１０日 ⑤１９９９年 労働争議法（改正法）について
⑦職業あっせん業者の規制について
⑧スリランカへの移民労働の規制について
⑨「輸出企業フォーラム」で提起された事項について
⑩１９７１年 労働者解雇法について

２０１３年１２月２日 ⑤１９９９年 労働争議法（改正法）について
⑦職業あっせん業者の規制について
⑧スリランカへの移民労働の規制について
⑩１９７１年 労働者解雇法について
⑪２０１３年４月のプランテーション産業の労使協定の賃金委員会労働者
への適用拡大について
⑫スリランカ国営プランテーション社（SLSPS），ジャナタ・エステー
ト開発庁（JEDB），エルカドゥワ・プランテーション社（EPL）の
EPF，ETF，退職一時金に関する未払いについて

２０１４年２月５日 ⑥週５日労働について
⑦職業あっせん業者の規制について
⑧スリランカへの移民労働の規制について
⑩１９７１年 労働者解雇法について

２０１４年４月３日 ⑤労働組合２９組織によるストライキ権に関するジョイントレターとメ
モランダム
⑦職業あっせん業者の規制について
⑩１９７１年 労働者解雇法について
⑬中国人力資源・社会保障部とスリランカ労働・労使関係省で締結さ
れた覚書について
⑭物価指数について

２０１４年７月４日 労働組合 退席
２０１４年８月１４日 労働組合 退席

表３―１１ 全国労働審議会での主要討議事項，２０１３年～２０１４年８月

（出所） ウェブサイト（http://www.wedabima.lk/）および労働・労使関係省での提供資料。
（注） 表内の番号は討議の順序あるいは重要度を表すものではなく，同一事項（類似のものを
含む）であることを示すために筆者が付した便宜的なものである。
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労働問題の諸相を明らかにする。

年金・EPFについて，中心論点は後者 EPFの運用をめぐるものである。

従業員退職準備基金が労働者の引退後の生活を支える積立金であるのに対

し，労働組合は前政権下で大統領や官僚が利害関係をもつ事業への投資資

金としての流用を非難し，準備基金運用に労働側代表を含む諮問委員会の

設立を求めている。またスリランカでは年金制度が確立しておらず，年金

の制度化には労働組合も一定の理解を示しつつも，制度構築のための準備

基金の取り崩しや資格要件の厳しさに反対している。

労働時間をめぐるものについては，使用者側が週６日労働（厳密には５日

半，注２２参照）である現状を，土曜日の半日の労働を月～金の５日間に１時

間ずつ振り分け，１日９時間労働とすることを求めている。週５日労働は

２０１２年にも NLACで何度も議論されており，使用者側は週５日労働によっ

て間接費の削減だけでなく，欠勤率の低下と生産性の向上も見込めるとし

ている。一方，労働者にとっても休息日が１日増えることは悪いことでは

ないが，問題は１日９時間労働とする際，９時間目は時間外労働であると

ころ，変更後は時間外割増賃金がつかないとされることである。これは実

質賃金の切り下げ・労働強化であり，もちろん労働組合は反対している。

休日となる土曜日の就労がなくなれば，現在得ているその（土曜日の）時間

外割増賃金も失うので，賃金の手取り実額は小さくなるだろう。

また，女性の夜間労働については，１８歳以上の女性の夜８時以降の就労

禁止は店舗および事務所労働者（雇用と報酬規制）法の第１０条で定められて

いるが，IT 産業や BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）産業を中

心に女性の夜間労働を解禁すべき，というものである。労働組合はこの規

制緩和に反対し，法改正はまだ行われていない。しかし IT・BPO産業では

現在，試用というかたちで，女性の夜間労働が時限解禁されている。補足

すると，２０１１年から２０１２年にかけて，母性保護をめぐって NLACで頻繁に

議論が行われている。労働市場における労働力不足の解消，労働市場の柔

軟化の切り札として，女性労働が位置づけられている。

非正規労働に関しては，職業あっせん業者があっせんする労働者の EPF

を適切に運営していない疑いが生じており，それを労働組合は問題視して
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いる。職業あっせん業者は一定期間後に名称を変更して事業を継続させる

ことがあるため，労働監督を行うのが困難になっている。スリランカには

請負労働に関する法律もない。多くの労働組合は当初，請負労働や職業あっ

せん業に反対していたが，今日廃止を非現実的と考え，適切に規制するこ

とを求めている。労働組合にとって，このような非正規労働者の組織化が

困難であることも頭の痛いところである。他方で今日の実態としては，請

負労働者の賃金が正規労働者よりも高いことがあり，請負労働者のままの

ほうが労働者にとっては魅力的であるという側面もある。

この非正規労働と同じく雇用のフレクシビリティに関する雇用調整，す

なわち解雇に関しては，労働者解雇法で民間部門労働者に手厚い解雇手当

が定められている。解雇手当は雇用年数に応じて月給の２．５カ月分から最大

で４８カ月分相当に上る。解雇が困難なことで雇用が創出されないという議

論も盛んになされ，産業界は労働者解雇法の改正・手当算出式の見直しを

強く求めている（３０）。労働組合は当然，解雇手当の削減に反対する。監督省

である労働・労使関係省は，雇用創出の観点から本法の改正は必要ではあ

ると考えるものの，失業保険がない現状で思い切った動きがとれないとい

うのも実情のようである。

移民労働・国際関係に関して，第１節において労働力不足を指摘したが，

FTZでは外国人労働者が就労するようになっている。しかし問題は，その

就労の実態を国は把握できていないことである。ただし，中国からの労働

者が多いようである。スリランカの国際労働移動は長らく，インド・タミ

ルナードゥ州からのプランテーション労働者や中近東への出稼ぎ労働者に

関する議論が中心であったが，同国は今日，プランテーションとは異なる

出自の労働力の輸入国であり，それも，労働組合が懸念を示す規模または

性質をもつもののようである。労働組合はそのような外国人労働者への社

会保障の適用に関心を示すが，賃金の下方圧力，また自国労働者との雇用

をめぐる競合の可能性も，労働組合の懸念の要因としておそらく指摘でき

るだろう。

最後に，表３―１１での検討期間で２０１４年４月に１度のみ，議題に上っている

物価指数について，その重要性にかんがみてふれる。物価手当は給与の主
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要構成部分で，その算定基準となる物価指数は労働・労使関係省が官報で

公表する指数である。しかし労働組合いわく，２００８年の新物価指数の導入

時に大きく切り下げられ，また今日労働・労使関係省は，官報での公表す

ら取りやめている。物価指数が発表されないため物価手当が算出できない

という使用者の立場により，物価手当が満額支給されないことで労働者の

賃金は目減りしており，労働者は早期の官報公表の再開を強く求めている。

�３ 労働基本権をめぐって

前項ではふれていない，しかしきわめて大きな論点，すなわち，スリラ

ンカにおける結社の自由・団結権，団体交渉権，労働争議権について，本

節の最後にみる。労働三権に関する事項は２０１２年の NLACでも頻繁にとり

あげられ，そして，７月４日および８月１４日の NLAC労働組合の退席に大

きくかかわっている。

２００９年に内戦が終結するまでストライキが前政権によって実質的に制約

されていたことはすでに述べたが，内戦終結後も団結権や争議権に対する

圧力は強いままであった。前政権は NGOへの弾圧も行っている。２０１１年に

は年金制度導入に反対する労働者のデモに警察が発砲し，死者が出ている。

また近年，不当に解雇された労働者の再雇用命令を出さないようにとの労

働裁判所に対する通達が行政側から非公式になされたらしく，実際，裁判

所の判断を検証してみると，その傾向がうかがわれるという（３１）。このよう

ななかで労働組合は，２９組織による連名書を提出するなど，労働争議法の

改正による労働三権の法制化を求めた。

焦点は１９９５年に策定された「全国労働者憲章」，なかでもその第１部であ

る「基本的人権：結社の自由，団結権，団体交渉権」である。本憲章は，

労働運動に携わったのちに政治家になったラージャパクサ前大統領が労働

大臣職にあったときに（１９９４～１９９７年）労働者の権利を明文化したもので

（太田２０１４），氏も当時，本憲章の履行を支持した。憲章第１部では国家の

責務として，（a）労働者の労働組合結成権および加入権，また団結権と団体

交渉権を保証し，保護する，（b）使用者が労働組合を承認し，その組合員に

関する事項について労働組合と協議することを保証する。使用者の労働組
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合に対する差別を不当労働行為とする，（c）ILOの強制労働に関する条約を

完全に履行する，（d）労働者の機会および待遇の均等の促進・実現に適切な

手段を講ずる，の４項目が謳われている。事態がいっこうに進展しないこ

とに強い不満をもつ労働組合は，２０１３年末からガミニ・ロクゲ（元）労働・

労使関係大臣に大統領との面会を求めてきたが，実現されなかった。それ

までも NLAC開催の直前に，相談のないまま討議事項が変更されたり，会

合自体が急きょキャンセルにされるなど，大臣および労働・労使関係省の

誠意のない対応も問題視していた。こうして７月４日の NLACにおいて，

出席した労働組合の代表者が一人ひとり，抗議を表明し，退席した（３２）。

労働組合の退席は大統領との面会が実現されないこと，労働三権の明文

化がなされないことに加え，前項でみた職業あっせん業者に関する規制，

物価指数の公表再開，EPFに関する諮問委員会の設置，そしてプランテー

ション産業における社会保障の履行（表３―１１の⑫），の諸点を求めたものであ

る（３３）。８月１４日に開催された次の NLACでは，会の冒頭で大統領との面会

が確約されてないことが明らかになると，労働組合代表者はふたりを除き，

再び退席している。

一方，労働争議法をめぐっては使用者側にも不満がある。すでにみたよ

うに，４０％以上の従業員を組織する労働組合との団体交渉の拒否は使用者

の不当労働行為であると定められ，これに対してEFCは強く反対している（３４）。

EFCはよりよい労使関係の実現をめざして，労働争議法を廃止し，それに

かわる「職場関係法」の制定を提言している。前政権が打ち出した経済指

針である「マヒンダ・チンタナ」を支持しながら（The Employers’ Federation

of Ceylon２０１４），より迅速な「労働改革」の実施を政府，官僚機構，そして

司法機関に求めている。

もっとも，労使の不満はあっても，所管省庁である労働・労使関係省も

何もしていないというわけではない。ストライキをはじめとする労働争議

の原因になりかねない障害を事前に取り除き安定した労使関係を実現すべ

く，労働・労使関係省は労働監督政策の策定をめざし，また監督行政の充

実に力を入れはじめている（３５）。この取り組みでは ILOの技術支援で，パソ

コン／コンピュータ上での管理を容易にする労働監督システムアプリケー
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ション（LISA）を２０１３年に導入し，またアメリカ労働局（USDOL）の支援も

受けている。労働監督業務に携わる人材のトレーニングも実施している。

さらに，労働・労使関係省は今日，所管ではない公官庁の労使関係につい

ても，その紛争処理メカニズムの構築に助言する。これまで労働・労使関

係省が重要な案件に関する政策や法案を主導しても，その実現には越えな

ければならない政治的なハードルも存在していたようである。政権の交代

で労働行政にどのような変化が生ずるのか関心がもたれる。

むすび

本章ではスリランカの内戦終結後の労働市場と労使関係を論じた。内戦

終結後から今日までのあいだで利用可能な統計の期間は３年程度とデータ

制約はあるが，失業率の改善趨勢，しかし２０１２年から２０１３年にかけては若干

雇用状況の悪化がみられること，また，女性労働については雇用回復が目

覚ましい一方で，とりわけ高学歴者と若年層の失業率の高さが観察された。

それにもかかわらず労働力不足が指摘されることから，女性の労働参加率

の相対的な低さが注目され，就労を促すような取り組みを進めようとして

いる。他方，女性には昇進の天井が存在することが本章での検討から指摘

できる。またあくまで趨勢としてのものではあるが，営業関連職および製

造業の拡大（また第２次産業，第３次産業の拡大）と，就労者の技能水準の高

度化，専門化がスリランカ経済で生じている。

内戦終結後の賃金動向については，都市部の賃金上昇が顕著であるが，

それは日雇い（あるいは非正規）労働者に対する需要の増加と並行して進ん

でいる。郡部でも日雇い労働者への需要は月ぎめ稼得者の賃金低下という

影響を及ぼしている。結果として月ぎめ稼得者と日雇い労働者の賃金格差

は縮小している。都市部・郡部ともに所得の不平等が観察されるが，不平

等の度合いは郡部よりも都市部で大きい。それでも都市部月ぎめ稼得者の

不平等自体は縮小傾向にある。産業別では，第２次産業での賃金の増加と

産業内賃金格差の縮小が注目できる。

140



労使関係については，内戦終結後も権威主義的な前政権のもと，内戦中

と同じく労働運動に制約が課されていた。結社の自由，団体交渉権，労働

争議権という労働三権の明文化を強く求める労働組合と，すでに関連法案

で規定されているとする政府，そして相対する使用者との隔たりは小さく

ない。しかし労働運動の抑圧は開発・発展を損なうというのがスリランカ

の歴史であった（Teitelbaum２０１１）。ILOの８７号条約および９８号条約を批准

していながら，実態がともなっていない現状は大きく省みられなければな

らない。

一方，労働運動および労働組合について，必ずしもスリランカの全労働

者の声を代弁するものではない点には留意したい。これは組合組織率をみ

れば明確で，また，たとえば女性の夜間労働の解禁について，そのような

女性は現在のところ，労働運動の担い手ではない。過去３０年以上の政府の

弾圧により労働運動が弱体化している側面は否めないが，実態はともあれ，

筆者の現地での聞き取りでは，使用者団体も労働政策立案官僚も，労働組

合をパートナーとしてみる向きがスリランカにはある。次世代指導者の育

成や新しい声を拾い上げるメカニズムの確立が望まれる。

前節で述べたが，筆者は社会的対話の経路が NLACによって確立されて

いることに対し，一定の評価はなされるべきと考える。しかし今日，NLAC

がうまく機能しているとはいいがたく，政労使のいずれにも問題なしとは

いえない。また，次の点を補足する。すでにみたように，政府そして労働・

労使関係省は年金制度の確立を画策している。失業保険や労災保険の導入

も図りたいようである。しかしそれが進まないのは，社会保険費用の負担

に対する労使の忌避が理由という。中進国経済の仲間入りには社会保障の

拡充は必須であり，相応の労使負担は避けて通れない。つまり，ポイント

は労使関係制度のアクター三者の責務意識である。内戦という戦時体制，

そして権威主義的な政権を経て，正当な，民主主義的手続きによってスリ

ランカは新たな局面にある。三者協議の文化が一定程度根づいているとみ

られる今日のスリランカで，産業民主主義を強化し安定した労使関係を構

築することで，経済社会がいっそうの発展を遂げる可能性は小さくないよ

うに思われる（３６）。
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＊本章の記述は２０１４年１２月現在のものである。執筆にあたり，コロンボ大学経

営財政学部のＭ・サマン・ダサナヤケ氏にシンハラ語訳でご助言いただいた。研

究会主査の荒井悦代氏からは資料等のご教唆を，また氏をはじめ研究会委員諸氏

より有益なコメントを賜った。

〔注〕

�１ Karunaratne（２００７），太田（２０１４）参照。内戦のため調査が実施できなかったこと
も一因である。センサス統計局の『労働力調査』については，北部および東部地域
を含む全土を再びカバーすることができるようになったのは２０１０年以降である。『労
働力調査』は標本調査で，２０１３年調査より労働力を１５歳以上とした。２０１２年以前は
労働力を１０歳以上としていたため，２０１３年とそれ以前を直接比較することはできな
い。

�２ この統計から指摘できるのはこの程度にとどまる。また失業期間の統計は都市部
郡部別では公表されておらず，前段で指摘した都市部での女性の雇用状況の改善を
否定するだけの根拠とはならない。

�３ 自由貿易区およびサービス労働者一般組合（FTZ&GSEU）事務局長アントン・マー
カス氏への聞き取り（２０１３年８月８日）。ただし，この数字の根拠は不明である。

�４ Ａ社人事課長への聞き取り（２０１３年７月３０日）。
�５ Department of Census and Statistics（２０１３a）の元表の産業分類は農業，工業，サー
ビス産業となっているが，それぞれ第１次産業，第２次産業，第３次産業を意味す
るものと思われる。本章では後者の分類に置き換えている。産業別就業者シェアの
産業分類の解釈についても同様とする。

�６ ２００９年の内戦終結以降は，GDPシェアについても第２次産業の拡大趨勢が第３次
産業と同じく認められる。

�７ 産業・職種別就業構造の検討に２０１３年のデータを用いないのは，労働力の対象年
齢が２０１３年と２０１２年以前とで異なることによる（注１参照）。
�８ 輸出を牽引するアパレル産業の就業者については，おそらく手工芸（クラフト）
関連労働者，技術および準専門的職業従事者，単純作業／初級の職業従事者に分類
されるものと推測される。

�９ 本章第２節３項でふれるようにスリランカでは物価（指数）の公表に問題があり，
公刊データではコロンボのもののみしか確認できない。

�１０ 労使関係に関連する国家の諸機関を指すほか，司法を含むのが一般的である。以
下では断りのないかぎり政府とする。

�１１ Colombo Page（http://www.colombopage.com/archive_14B/Oct25_1414179963CH.
php ２０１４年１０月２８日閲覧）。
�１２ 冊子体で公刊される近年のセンサス・統計局の『労働力調査』からはプランテー
ションの現業労働者数は把握できない。

�１３ EFCに関する本項での記述は EFC事務局長代理（当時）カニシュカ・ウェーラシ
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ンヘ氏への聞き取り（２０１３年７月３１日実施），およびEFC誕生８５周年のDaily Financial
Times掲載２０１４年１月１３日付け記事（閲覧はEFCウェブサイトhttp://www.employers.
lk/efc-news/540―efc-gives―85―years-of-service-to-sri-lanka ２０１３年３月３日閲覧）に
基づく。

�１４ 既述のように，公共部門の労使関係の所管は行政・総務省であるが，労働組合の
登録は労働・労使関係省が行っている。２０１４年に労働・労使関係省は方向転換し，
これまで認めていなかった公共部門における労働組合連合体の登録を促すようになっ
た。これには労働組合の結社の自由を制約する意図があるという（公共部門独立労
働組合連合（COPSITU）会長アディカリ・ジャヤラタ氏への聞き取りより。２０１４年
７月１９日実施）。
�１５ SLNSS事務局長レスリー・デヴェンドラ氏への聞き取り（２０１３年８月８日実施）。
�１６ カニシュカ・ウェーラシンヘ氏への聞き取り（２０１３年７月３１日実施）。２０１３年４月
に締結されたプランテーション産業での労働協約では，日雇いの現業労働者の日額
賃金は最大で６２０ルピーに改定された（基本賃金４５０ルピー，物価手当３０ルピー，月
労働日数の７５％の勤労を条件に１日当たり最大で１４０ルピー）。これに労使が拠出す
る従業員退職準備基金（EPF）と，企業負担の従業員信託基金（ETF，社会保障関連
の基金）および退職一時金の給付積立が加わる。この新労働協約の内容はプランテー
ション労働者にとって必ずしも悪いものではない。

�１７ Sunday Times，２０１０年１０月１０日付け（http://www.sundaytimes.lk/101017/Business
Times/bt42.html ２０１５年１月１９日閲覧）。

�１８ NATURE事務局長 T.M.R.ラッセーディン氏への聞き取り（２０１３年８月２日および
２０１４年７月２４日実施）。
�１９ http://www.tie-germany.org/docs/TUC_SriLanka.pdf（２０１４年７月７日閲覧）。ただ
し，TUCの現在の活動状況について筆者は確認できていない。

�２０ http://www.wsws.org/en/articles/2011/05/sril-m28.html（２０１４年７月７日閲覧）。
�２１ ICEU会長ワサンタ・サマラシンヘ氏提供のリーフレット“２１st May One Day Token

Strike, Sri Lanka”。共同行動を組織する母体の名称について，Coordination Committee
for Trade Union Allianceなど，似たようなものがメディアやリーフレットで用いら
れるが，JUTA，CCJUTAを含め，それらはおそらくは同じか，関連するものと思わ
れる。筆者の現地でのこれらの共同行動にかかわる組合指導者への聞き取りでも，
同一であることを肯定する一方，正式名称は必ずしも同一ではないことがあった。
彼らにとって重要なことは，共同行動をとっているという点であり，致し方ない。

�２２ FTZ&GSEU事務局長アントン・マーカス氏への聞き取り（２０１３年８月８日実施）。
氏が関与する事例は ITUC（２０１４）にも掲載されている。なお，２０１２～２０１３年あたり
の外資系アパレル企業の月給水準は，時間外労働手当や生産性インセンティヴ，出
勤手当等すべて込みで２万ルピー程度であった。表３―９に照らせばこの水準は決して
低くない。しかし労働時間は，週６日勤務で５８時間以上におよぶ（平日は８時間労
働＋２時間の時間外労働，土曜日は半日＋４（～６）時間の時間外労働）。有給休暇
の取得も困難で，欠勤は手当にも影響する（セイロン商業・産業・一般労働者組合
［CMU］現事務局長シルヴェスタ・ジャヤコディ氏への聞き取り，２０１３年８月３日）。
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�２３ COPSITU会長アディカリ・ジャヤラタ氏への聞き取り（２０１４年７月１９日実施）。
�２４ 既述のように公共部門の労使関係は行政・総務省が所管であり，本図のストライ
キ件数には公共部門のものは含まれていない。公共部門では民間部門よりもストラ
イキ／労働争議が多い。

�２５ CMU現事務局長シルヴェスタ・ジャヤコディ氏への聞き取り（２０１４年７月１９日）。
�２６ １９９４年に批准。ただし労働行政に関する ILO１５０号条約は批准されていない。
�２７ NLACのメンバーについては労働・労使関係省ウェブサイト参照（http://www.

labourmin.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid
=176&lang=en ２０１３年１１月２０日閲覧。２０１５年１月２１日現在も変更されていない）。な
お，SEMA から参加するひとりは元労働組合指導者であったようである。InfoLanka
Newsの次の記事（http://www.infolanka.com/news/2008/sep/index5.html）を参照
（２００８年９月５日付け，２０１４年３月９日閲覧）。

�２８ COPSITU会長アディカリ・ジャヤラタ氏への聞き取り（２０１４年７月１９日実施）。
氏は当初 NLACに出席していたが，委員交代により２０１４年現在，参加していない。
氏は再び委員となることを強く希望している。

�２９ 隣国インドの三者構成会議であるインド労働会議の開催は年に１度あるかないか
で，たとえば２０１３年の本会議には２３０人以上が参加者リストに掲載されている。ILC
に比べれば NLACははるかに機動的である。

�３０ 解雇をめぐる法改正については Arai（２００８）参照。
�３１ NATURE事務局長 T．M．R．ラッセーディン氏への聞き取り（２０１４年７月２４日実施）。
�３２ 労働組合代表者は事前に協議し，退席することを決定した。その際，連立与党系
の労働組合である SLNSSと CWC代表者は当日のNLACへの参加を見送ることを伝
え，欠席している。

�３３ CMU現事務局長シルヴェスタ・ジャヤコディ氏提供資料（２０１４年７月１９日）。
�３４ 労働組合の意見としては，小規模組織ほど４０％基準の引下げを，大規模組織ほど
その引上げを求める傾向にある。ILOは，４０％は高すぎるという立場である。

�３５ 労働・労使関係省労働局上級書記補佐アナンダ・ウィマァウェーラ氏への聞き取
り（２０１４年７月２３日実施）。
�３６ そこに日本の政労使の協力の余地を見い出すこともできる。
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